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雇⽤保険ガイド゙
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雇⽤⾒込み
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雇⽤保険の加⼊条件
以下の要件を満たす労働者は、雇⽤保険への加⼊が必要です（⼀部例外あり）。

1

週所定労働時間の要件は、2028年10⽉1⽇以降「10時間以上」に緩和予定です。法改正

学⽣アルバイトの雇⽤保険の扱い
原則、昼間学⽣は加⼊できませんが、以下は加⼊対象です。

夜間、定時制、通信課程の学⽣‧ 卒業⾒込みがあり、卒業後も同社勤務予定の者‧ 休学中の者 など‧

アルバイトを掛け持ちしている場合
加⼊条件は1つの事業所ごとに判断します。複数勤務先の労働時間は合算しません。

31⽇以上継続して雇⽤される⾒込みがあること。 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。所定労働時間2

複数で条件を満たす場合 主たる賃⾦を受ける事業所で加⼊。 その事業所で加⼊。1社のみ条件を満たす場合

65歳以上は、申出により複数事業所の労働時間合算で加⼊できる場合あり（マルチジョブホルダー制度）。例外
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受給要件

アルバイトの失業⼿当（基本⼿当）

⾃⼰都合退職の給付制限は2025年4⽉1⽇以降の離職から原則1か⽉に短縮（現⾏2か⽉。5年間に3回以上の⾃⼰都合退職等は3か⽉）。
指定の教育訓練受講で給付制限が解除される場合あり。

法改正

原則、離職前2年に被保険者期間12か⽉以上など。 ハローワークで求職申込み後、失業認定が必要。⼿続き

受給開始時期 7⽇間の待期期間後。⾃⼰都合退職の場合、さらに給付制限期間あり。

⼿続き

アルバイトの雇⽤保険加⼊⼿続き等

事業主が雇⼊れ翌⽉10⽇までにハローワークへ届出。

加⼊確認 従業員は「雇⽤保険被保険者証」等やハローワーク、マイナポータルで確認可能。

罰則 未加⼊や虚偽届出には、事業主に罰則（拘禁刑または罰⾦）の可能性あり。

雇⽤
保険

失業
⼿当


